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神戸は“海と山のある街”です。 

神戸の森林は、長年にわたる先人の苦労により形づくられてきました。明治初期の六甲山は草木が

ほぼなく、地質の特徴も相まって、大雨による災害が起こりやすい特徴がありました。 

そのため、植林は急を要し、初代神戸市長 鳴瀧幸恭は植林調査と計画をつくる予算を計上しまし

た。第 2 代・神戸市長 坪野平太郎は 1902（明治 35）年に、日本最初の林学博士であった本多

静六※氏に委嘱し、100 年後を見据えた六甲山系の植林事業に取り組みました。そうして治山治

水を続けてきた現在では、緑豊かな六甲山を目にすることができます。 

 

本冊子は、阪神大水害直後の 1938（昭和 13）年 10 月に行われた、本多静六氏による講演会の

記録を、現代の言葉遣いにて再録しました。 

森林は循環型社会の形成の観点からも大きな可能性を秘めています。本冊子を持続可能なまちづ

くりに役立てていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

※本多静六〔1866(慶応２)年～1952(昭和 27)年〕 

1866（慶応２）年、現・埼玉県久喜市生まれ。1884（明治 17）年、東京山林学校に入学、東京農

林学校を卒業し、林学を学ぶためドイツへ留学。ミュンヘン大学でドクトルの学位を取得しました。 

帰国後は母校の助教授になり、1899（明治 32）年に日本で初めて林学博士の学位を取得し、東

京帝国大学農学部の教授として、明治から昭和時代にかけて、日本を代表する林学の専門家とし

て活躍しました。また、日本の造園学の基礎を築いたことでも知られており、全国各地の公園の設

計を手がけ、国立公園の創設にも尽力したことから、「日本の公園の父」と呼ばれています。 

（埼玉県久喜市ホームページより） 
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はしがき 

 昭和 13 年 7 月大水害により、神戸市背山は完膚なきまでに打ちのめされた。これ大自然の警鐘

にあらずして何ということか。山論ごうごうとして喧しきおりから、林学界の泰斗、本多静六博士の水

禍ご視察があると聞き、当課においては途上寸暇をいただき、市背山についてご講演をご依頼した。

幸いにもご快諾を得て 10 月 27 日市勧業館においてご高説を拝聴する機会を得た。 

 本多博士は明治 37 年頃の神戸市背山第一期造林計画の立案者でもあり、本講演は今後の背

山経営に至大なる示唆となるべきもので、大方の諸賢のご一読を得たく、特に請うてその原稿を印

刷し、分かち配る次第である。 

 講演会開催の直前「漢口陥落」の公報が達し、世間は慶祝の色に塗潰され、本講演会も博士の

発声により帝国の万歳を三唱し、閉会した。 

 市背山蘇生に何物かを意味するかのように、感慨深いものがあった。 

昭和 14 年 1 月 

神戸市山地課 
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治水の根本策と神戸市背山について 

林学博士ドクトル 本多静六 

 

 今夕は不思議な因縁により、ここに一場のお話を申し上げる光栄を、まずもって感謝致します。そう

して本論に入る前に、まず私の立場を明らかにしておきます。 

 私はただいま過分のご紹介に預かりましたように、前後 37 年間東京帝国大学の教授をいたして

おりましたが、私の専門に講義しておりましたのは山林を仕立てる造林学と庭園公園・国立公園等

を講じる造園学とであって、治水学ではありません。ただ森林は治水と密接の関係がありますから、

おのずと治水のことに注意することになって、各地に水害のあるごとに実地を調査いたしましたし、こ

とに前後 18 回にわたる私の洋行、すなわち６大陸にわたる大旅行において、世界各国における治

山治水の状況等も一通り実地に視察いたしました関係上、わが国における治水問題についてもた

びたび卑見を発表いたしました。先に明治 43 年 8 月の東京府外 18 県の大洪水に対し「根本的

治水策」なる小冊子を発行いたしましたが、それ以来、最近発表しました中国における「黄河の根

本的治水策」にいたるまで、その数、何回かわからないほどであります。 

 特に神戸市に対しましては、私は容易ではない関係を持っております。それは今から 36 年前、当

時の神戸市長・坪野平太郎君の委嘱により、布引水源地をはじめとする神戸裏山一帯の山岳地帯

を調査し、これが造林の計画を立てたことがありまして、現存する 30 年生前後の松林はたいていそ

の時の計画でできたものであります。 

 このような関係上、私は今回の大水害に対し非常に軽くない責任を感じ、ひそかに恐縮し、何とか

してもう一度今回の被害地を視察してその善後策を講じ、もってお詫びの印といたしたいと考えまし

て、73 歳の老体に鞭打ち、特に今回出張してまいりました次第であります。 

 ただありがたいことには、世間の人はまことに寛大であり、天災だから仕方がないと言ってくださる

ので私ども助かっておりますが、仮にも今日の自然科学に携わっている者から見れば、実は天災で

も何でもなく全く人災なのであります。われわれが当然しておくべきことを怠ったり、なしてはならな

いことを行ったりしたためにできたものであります。大雨も大風も決して今に始まったものではなく、

昔から何年目ごとかにあるものに決まっています。それなのに、もともと地勢・地質・傾斜等がこのよ

うな形状であるのに、山林の状態や文化的土地利用発達の状況が今日のように変わって来ていれ

ば、今回のような山津波の起こるのは科学上何も不思議なものでなく当然のことであります。だから

その専門家は当然これを予見して予防策を講じておかなければならないはずであり、少なくとも、山

津波が起こっても今回のような大惨害を起こさずに済む方法を講じておくべきでありました。 

 元来、今日の文化生活というものは、決して古い昔のままの自然利用にとどまるものでなく、むしろ、

日に新たに、特に山と水と空の３方面に発展し、ある程度まではよく自然を征服し、自然を利用する

のが当然であります。ただその利用に伴って起こる弊害や危険を、今日の進歩する科学の力をもっ

て補いつつ、もって自然の利用と国土の保安と両々相伴って、そして日に新たなる文化を造成してい

かなければならないのであります。 
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 それなのに、専門科学者が自然の利用に対する指導方針を誤り、または当然指導してやらせてお

くべきことをしなかったために、今回のような大惨事の惹き起こされましたことは、私ども自然科学に

携わる者の真に申し訳のない次第で、この点に深く恐縮し大いに反省し、再びこのような過誤を繰

返さないようにしなければならないと深く自覚する次第であります。 

 ついてはここに掲げおきましたとおり、私はまずもって一般治水の根本策の大要を述べ、その後に、

この神戸背山の善後策に及ぼそうと思います。 
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一般治水策の大要 

 わが日本における治水策は、その治山策とともに随分長い間の問題であり、明治 44 年の第一期

治水事業決定以来、何度かやり直し、立て直され、しかも既に毎年巨額の国費を使っている大問題

であります。 

 にもかかわらず、昭和９年に石川、京都地方の大水害、その翌昭和 10 年の利根川を中心とする

群馬外諸県の大水害があり、せっかく莫大な国費を投じてようやく完成した治水工事がその効果を

まっとうしていないのを見ました。特に利根川の治水事業が昭和５年まで 31 年間もかかって

6,340 万円の巨費を投じてようやく完成するや、まもなく昭和 10 年９月の大洪水に、栗橋の新堤

がわずかに 40 センチメートルを残すのみでかろうじて土俵を積み重ねて出水を防ぎ、まさに帝都

大東京を押し流そうとする危機に瀕して、世間の人びとはようやく従来の治水策に不安を感じまし

た。そこへ、再び、今年（昭和 13 年）７月初めの関東、関西各地の大水害においては、死傷者実に

4,327 名（死者 933 名、負傷者 3,394 名）、家屋の倒壊 9,134 戸、浸水家屋 50 余万戸、田畑

の浸水 42 万町歩1に達し、その損害は 4 億 2,000 余万円に達したので、世間の人びとは驚愕の

あまり、何とかしてこの際もっと完全なる治水策を立てなければならない、戦争には勝てるのに違い

ないが、これでは洪水のために日本が潰れてしまいはしないかと杞憂され、ここに一段と治水策の

必要が絶叫されるにいたった次第であります。 

 それなのに、世の中の治水関係者の話を聞くと、数十年来旧態依然として、山林の荒廃が原因だ

から砂防工と造林を実行せよとか、治水費が不足で河川改修が不十分だからなどと言って、山林

家は造林費砂防費の増加を、土木家は治水土木費の増加を要求し、何だかこの機会に乗じていた

ずらに自分達の予算金額や仕事の領分の拡張を計るように見えるものもあります。これは各々その

専門に忠実なる所以ではありましょうが、しかし、今日までの洪水と治水策の実情に鑑み、私どもは

もっと大乗的に、狭い専門的立場を超越して国家本位の立場から、果たして従来の治水策に不用

意の点または不徹底の点はなかったかどうか、一層真摯なる研究とともに治水策の再検討を要求

するものであります。自分は前にも述べたように、元より治水当局者でもなく、また自分の教え子や

孫達がそれぞれ局に立って働いており、いわば楽隠居の私はなんら名声のためにするものではあり

ませんが、いささか多年治水事業に注意している関係上「乞フ槐ヨリ初メヨ（先従隗始）」の古言に

従い、ここに私見を申し述べて、当局者及び世間の人びとの参考に供したいと存ずる次第でありま

す。 

 言うまでもなく、治山は治水の根であり、河川の改修はその幹であります。したがって「治水にはま

ず水源地である山を治め、その後にそれより流出する河川を治めよ」とは、わが国においても既に

熊沢蕃山2以来の使い古した常套句であり、また今日においても治水学の原則であって、いまさらこ

と新しく言うまでもないことであります。しかしその治山治水の実際の方法にいたっては、その国の

                                                       
1 42 万町歩＝約 41 万６千 ha  
2 江戸前期の陽明学者であり、岡山藩番頭をつとめた。蕃山の治国策は、藩民への儒教の普及から軍事面の充

実、治山治水などの農業土木に至るまで、国政全般に及んでいた。 
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文化施設の発達とともに大いに進歩する新しい方法によらなければ、今日はもはや、その用をなさ

なくなったのであります。なぜなら、昔の洪水の原因は主として山岳地が荒廃し、雨水を貯留する樹

林を欠くために一時にドッと流出するためであったから、まず山林を繁茂させ、その後に下方河川の

屈曲を改修して流れを良くし、かつ過去数十年における最大水量に１～２ｍ位の安全率をかけた高

さに堤防を丈夫に築くことをもって安全な冶水策としたのでありますが、近年の大水害を見るともは

やこのような旧式の治山、河川改修の２策だけではまったく不十分であることを痛感するにいたった

のであります。 

 言い換えれば、近年における水害の増加は森林の乱伐と大雨のほかに、一般土地に対する改良

と利用法の発達すなわち近代における文化施設のすべてが重大な原因をなすものであります。試

みにいまその実例を数えるならば、 

 （一）山岳地の文化的利用の発達、特に大小道路の新設はその切取・盛土のために大雨の際に

山崩れや洪水を起こす原因をなすものであります。すなわち険峻なる山腹に自動車道を造ったり、

峰通りや山腹に大小の歩道を造ったりする場合には、その両側の排水溝はもちろん、路面も豪雨の

際には雨水を一緒に集め流す作用をなし、地勢によってはその水を一箇所より坂落しに山腹に流し

出すことがあるので、樹木の有無にかかわらず容易に山崩れをなすのみでなく、山腹に降った雨水

を一時に下流に流出させて、下流河川を急激に増水させる作用をなすものであります。 

 （二）山岳地帯には従来多数の湖沼や低い窪地があって、一時降雨をその中に止めて一部を蒸

発させ、一部を地下水に浸透させたものでありますが、近年はこれらの水溜地が埋め立てられたり

排水工事が行われたりして畑や住宅地となったところが多くなり、したがって雨水は直に流出するに

いたったのであります。 

 （三）従来の谷川はうねうねと蛇のようにのたくっており、川の中には岩や藪があって雨水の流出

を長引かせていたのが、今日はこれらが綺麗に改修されて、雨水を早く一度に下方に流出させる作

用をなすようになりました。下流大河川のように、その改修により河筋の屈曲が除かれてまっすぐに

なったため、出水が早くなることも下流洪水の大原因となります。明治 43 年の関東地方の洪水に

は栗橋から横利根まで約 20 里3の間を 23～4 時間かかったのが、昭和 10 年の大洪水にはわず

か 10 時間で達したということであります。 

 （四）平坦地方の農村においては、従来の道路はいずれも両側の畑地または林地よりも多少低く

なっていて、雨水はまずその道路に集まって水溜りをなし、大部分はそこで蒸発し、または地中に浸

み込んで地下水になったものでありますが、今は道路改修の結果、両側に排水溝が設けられ雨水

を急に河川に集注させるようになりました。特に耕地整理事業などは、その全雨量を最も早く河川

に注入させる作用をなすものであります。 

 （五）平野地方においては、従来多くの湖沼や葦や萱の生えている湿地があって、付近の雨水は

一時そこに集まったものであるが、今はいずれも排水溝を設け、あるいは開発されて田畑となり、雨

                                                       
3 約 20 里=約 79km  
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水を早く河川に流出させるようになりました。関東平野その他の大平原地方の古い地図には数多く

の湖沼があるのはその証であります。 

 （六）汽車や電車が通る鉄道線路や自動車道の新設のような、従来雨水が急速に河川に流入す

るのを妨げていた高地丘陵地等をまっすぐに堀割り、あるいはところによってはまるで横井戸を突き

通したように常に地下水を流出させ、絶えず排水溝を潤おし、降雨の際にもはや少しの雨水をも途

中で地中に吸収することができないようにし、かつその鉄道線路内のみならずその線路付近に降

下する雨水も集めて、たいそう急速にこれを下方の河川に注入するようになりました。ましてわが国

の鉄道の多くは、河川を横切って洪水を海岸に流出することを妨げ、ますますその上部における地

方の水害を増加する作用があります。これにおいては尚更のことであります。 

 以上（四）（五）（六）の原因は大平野地方、すなわち平坦な地方における洪水の大原因であり、

まったく山林関係とは違う大水害が起こる原因であります。本年９月関東地方の大水害、特に茨

城・千葉及び東京府下の平野地方における大洪水はまったくその被害地域に降った、坪当り一石

四斗4ずつという稀有の降雨量に基づくいわゆる「地水の害」でありまして、それは山林の有無に関

係することなく、ただ耕地整理、農村計画、道路鉄道計画、河川の改良や排水下水の施設等により

雨水のほとんど全部が一時に、急に、河川や低湿地地方に流し出された結果であります。 

 （七）利根川その他大川の両側には、たいてい低い湿地があって、それは毎年のように大雨の際に

水を被る水田地方であったが、今は大鉄管を堤防の上に出して排水工事を施し、雨が降れば一時

にこれを大川に吐き出すことになって、下流大川の洪水原因の一つとなりました。 

 （八）昔は本堤を後退させて、本堤と川敷との間に流作場5を残して、そこには出水期までに早く収

穫できた菜種や桑、イモなどのような、わりと出水に耐えられる作物を選ぶことになっていました。そ

れなのに、近代の河川改修はあまりに本堤を近寄せてこの流作場を除いために、洪水氾濫の害を

多くしたようなところを見受けます。また、昔は大川の両側には本堤の外方にさらに控土堤があって、

万が一、本堤が破れた場合にはこの控土堤で食い止めることにしてあったところが多いのでありま

す。それなのに、近年は本堤が丈夫になったからと控土堤を取り壊したために、かえって洪水の害を

増したところも少なくありません。されば従来の控土堤はそのままで作付けや果樹園などに利用し、

撒去を禁ずるのが安全であります。 

 （九）市街の住宅地にいたっては、昔は雨が降れば近所の低地や裏の畑などに水溜りができ、ま

た路面にも流れ出して水溜りができるのでありましたが、最近は衛生上の見地から下水や排水工

事が完成されて、降雨をほとんど全部急に河川に流出するようになり、従来の河川の水量は数倍な

いし数十倍に増加するようになりました。これが市街地洪水の最も大きな原因でありますから、私は

今年実見させた実例を述べてご参考に供したいと思います。 

 私の東京渋谷の住宅の近くに目黒川がありますが、その西郷侯爵邸前あたりは今から 50 年前に

                                                       
4 一石四斗＝252.55 リットル 
5 湖沼や河川の沿岸にあり、水が一面にかかっているような場所。水が多い年には作付け、収穫が難しく、むしろ干

ばつの年のほうが収穫量の多いような土地。 
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私どもがよく小魚すくいに行ったところで、当時川幅は２間6足らず、深さは１尺位、平水は幅２～３尺

深さ３～４寸位であって蛇のようにのたくっていました。両側は一面の水田と畑で、少し離れた両方

の丘陵地はいずれも雑木林や杉・松の森林であったが、関東大震災後、急に住宅地や市街地に変

わり、田畑山林はほとんど皆無となり、環状線の大道路や多数の改良道路が設けられるにいたり、

一方目黒川自体もまた数年前までに改修を完了して、川幅７間深さ８～９尺、両側はコンクリートの

大川となったのであります。実は自分もあの小さな川がこんな堂々たる大川に改修されては洪水の

害などは永久にあるまいと思っていたが、一体どうしたわけか、今年６月 30 日の夜に大水が出てサ

イカチ橋の上流で８箇所の木橋を綺麗に押流し、残ったコンクリートの橋は橋の上を水が総越しと

なり、川の両側の市街地は一面に浸水して、中には畳まで濡らしてしまった家が少なくなかったので

あります。自分はその翌朝実況を視察しましたが、被害者の談に、「川の水も恐ろしかったが両側の

丘上から新設坂道の上を押し出して来た水が激しくて、川の水の溢れる前にこの横から出て来た

洪水でまず 12 間幅の環状道路を大川となし、ついにこのあたり一帯の市街地全部を水浸したこと

である」とのことでした。 

 （十）なお、また洪水の原因に関係あるのは、山岳地方の湖沼または窪地の減少であります。すな

わち河川または渓谷の水触作用は長年の間には偉大なる開削作用をなして、湖沼の落口を低下し、

一方上流より土砂の流れ込みによって湖底を高めて次第に貯水面を減じ、ついに湿原地となりさら

に進んで普通の平野となり、ついに開墾されて村落となるものであります。かの日光の戦場ヶ原が

近代まで湖水を湛えていたが、龍頭の瀧ロの低下によって今日の湿原地となったことは今なおその

一部に小沼を残すことによっても明らかであります。また富士八湖のうち、山中湖と河口湖との間に

ある四尾連湖がようやく本当にしおれて、既に水無しの湿原と化しましたのもその一例であります。

実際、今日水力電気用貯水池の築造に適するような高地の平坦地は、たいてい昔からの貯水池と

して雨水を一時貯溜する作用をなすものが、今日は次第に減少し、特に近代の疎水事業や水利事

業等の人工によってその天然貯水池の作用を急に減少したことは、実に今日洪水の大原因なりと

言わざるを得ません。なお、また山中の各渓谷の上部または途中には、かつて大小多数の湖沼また

は水溜りのあったのを水触作用によってその落口を低下し、ついに今日の深い渓谷や激流となった

ところの多いところは、仮にも、少しは地質学上の知識を有し、山岳を、歩きめぐる人が等しく認める

ところであります。 

 そのようなわけで、今日の高原地や各渓谷の出口の狭い切所の一つずつに大小の堰堤を築いて、

大小無数の貯水池を造り、または平坦なる低地もしくは窪地に遊水池、特に遊水林（河岸の両側に

川の数倍の幅に遊水林を設けたり、広大な沼地にハンノキ林を仕立てたりする「スプレーワルド」の

ような遊水林）を設けることを考えるのであります。これを歴史的に見れば元より天然復旧事業で

あり、その効果より見れば洪水を絶対的に予防し、水源を涵養して灌漑水・水道用水や水運の便を

増し、あわせて魚族の増殖を助けるほか、今日わが国発展の運命を左右する水力電気を数倍ない

                                                       
6 １間＝1.82m、１尺＝30cm、１寸＝3.03cm 
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し数十倍に増加し、さらに他方には干ばつの害を除き、さらに進んでは乾燥地の灌水を十分になし

得て、もって田畑果樹園等の増収を企て得るなどなど、まことに一挙数得の名案であると信じるの

であります。 

 以上、述べてきたように多数の洪水の原因から考えるに、農村が市街住宅地に代わる場合はもち

ろん、一般国土がいよいよますます都会化し国民の大部分が都市生活をなし、一般農山村に対す

るあらゆる文化的施設もまた、ほとんどことごとく雨水を急に河川に注入する作用をなすにいたるの

が世界文化の大勢であり、わが国もまた極めて急にそうなりつつあるのだから、今後雨水の河川に

集注する分量は実に従来の数倍ないし数十倍に達するものと覚悟しなければなりません。したがっ

て、従来の河川工事設計の基礎である過去幾十年かの最高水位に１～２メートルの高さを加え、ま

たはその何割増しの水量で設計するというようなことは、もはや今日に通用せざる陳腐の考えであ

ります。 

 実に今日、文化的施設の行われた地方の出水量は、その集水区域に対する総雨量の大部分がほ

とんど降雨とともにまもなく集注するものとして、河川改修の計画を立てなければなりません。したが

って、従来のような既存河川の姑息なる改修法や山岳地方の砂防造林だけでは、決して将来の安

全を保証することはできません。必ずや国家の大乗的見地から、根本的国土計画上の大治水策を

立てなければなりません。 

 それには、集水区域の最大雨量と地質・傾斜・地面開発利用の状況と距離その他により、将来に

おける最大出水量を計算し、もって、既存河川の改修ほか、さらに洪水備川または放水路の施設を

造らなければなりません。もちろん、いかに新川を造り堤防を高め、川幅を広くしても水源地が荒れ

て土砂を盛んに流出するにおいては、あたかもイタチゴッコのように際限がない話で、ついには河底

が高まり土堤が切れて大惨害を起こすに決まっているから、いかなる場合にも水源地の砂防と造林

とは真っ先に実行されるべきことであります。 

 今述べましたことは従来の治水策に、新たに洪水備川を強調したに過ぎませんが、私は既に述べ

たように、文化生活の進展に伴う国土開発利用の発達に鑑み、さらに山岳地方ならびに傾斜地の

狭隘部ごとに大小数多の堰堤を築いて、山岳地並びに高地部の雨水のほとんど全部を一時その

中に貯溜して大小無数の湖沼を造り、もって一方には洪水備川の新設を減じ、他方には水力電気、

水源涵養、養魚、舟運、風景、その他あらゆる文化的利用に資することを主張するものであります。

その堰堤築造費などは、大部分を水力電気企業者に負担されることと信じます。 

 したがって、私の根本的治水策は、 

 第一に、水源地山林の砂防と造林 

 第二に、河川の改修と洪水備川の新設 

 第三に、切所一つずつに無数の大小堰堤を築き、数多の貯水池を出現させること 

 の三案並行によって、絶対に洪水氾濫の害を防ぎ、兼ねて水電その他文化的利用の発展に資しよ

うとするものであります。 
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▲（参考） 

 なお、参考までに申しますと、自分は明治 43 年関東地方の大水害後に、根本的治水策なる小冊

子を公にして、これを当局及び有志に頒布しました。そのうち、利根川及び荒川両大川の洪水を根

本的に防ぐ対策は、ついに大部分当局の受けいれるところとならず、わずかにその内の下策である

第２案の荒川放水路が実現したのみであり、当局は旧態依然、利根川や荒川の旧式治水策に巨

費を投じて来ましたが、今年の大水害に際してようやく兜を脱いで、新たに印旛沼堀割案のような

既に 27 年前に第３策として発表した旧案を今日改めて提案しようとするにいたったのは、いかにも

歯痒く思われるところであるから、私は次にその時の根本的治水策中、洪水備川の要項を挙げて

参考に供します。 

 

△関東平野特に利根川荒川の根本的治水策（明治 43 年発表） 

第一策 利根の上流明戸辺より川俟の間において、最低所を選んで新たに一川を堀割り、更に荒

川の上流大麻生吹上間において適当の地より一支川を作って、埼玉村と行田村との間もしくはそ

の上下において利根の新川に合わせ、これを仮に荒利根川と名づける。 

第二策 第一策の実行を得れば、今後数十、百年間洪水の惨害を免れることを信じるも、なお全く

実現しない場合、その時には、さらに第二策として荒川の下流千住付近よりその水量を一部中川ま

たは荒利根川の下流に分流させ、もしくはさらに新川を掘り、これを海上に導き東京市への氾濫を

予防すること。ただし、この案は上流において荒川の水を荒利根川に落としてなお東都の水害を被

る場合に施すべきものにして、もしその第一策を施さないでこの案を施しても、洪水の際には上方よ

り平押に流れ来るため、ほとんど格別の効能ないだろうと信じる。 

第三策 利根の下流小貝川の注口より一部を手賀沼に注がせ、これより印旛沼に導き、さらにその

一端平戸より檜見洲に向かって堀割を造り、これを東京湾に注がせる。 

第四策 埼玉県に属する某々地方その外、河底より低く洪水の害に罹りやすい地にして、かつ減水

しがたいところは、英断をもってこれらを遊水地となしおいて、その域内にはなるべく住居を禁止し、

遊水林その他の方法によって利用の途を講じること。 

第五策 現在の大川で、幸いに自然の低き位置にあり、なおその両岸洪水の氾濫しやすい場所に

は、現在の堤塘外部にさらに第二の堤塘を造り、これを完全に修築し、第一、第二両堤塘間は平素

これを遊水地として適当に利用し、洪水の場合のみ川となすこと。利根川及び荒川に対しては第一

策によって当分十分、おそらくは将来においてもまた十分になるだろうと信じるも、他の河川に対し

ては第四、第五を応用すべきところ、また多いだろうと信じる。 
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神戸市背山対策 

 次に一歩を進めて、神戸市の背山について述べます。いまや我国には幾度目かの試練の嵐が哮
た け

り、昨年以来引続き中国と大戦中であるなか、本年６～７月に関東・東海・関西に大水害があり、ま

たまた９～10 月には東京地方や鹿児島地方に大風水害がありました。 

 特に先頃の阪神間一帯の水害は惨状を極め、７月３日より降出した豪雨は 43 時間に 460 ミリメ

ートルに達し、中でも５日午前８時より正午の間には毎時平均 40 ミリ（1 尺 3 寸 2 分）ずつで降り

続きました。そして、六甲山その他各山地に無数の山津波を起こし、そのために押し出したる土石は

約 500 万㎥に達し、神戸地方だけの浸水家屋 18 万戸、倒壊埋没または流失 1 万 5,000 戸、死

者行方不明 630 名に上りました。東は西宮市から西は塩屋にいたる各河川沿岸は満目荒涼とし

た石河原と化し、各道路もまた砂原となり、住宅は押し出してきた大木巨石に破壊され、あるいは土

砂に埋没される等の惨状、実に前代未聞でありました。 

 今回自らその実地を調査し、その原因を追究したところ、第一は、雨量がきわめて多量であったこ

とに原因する。すなわち明治９年観測開始以来、最大の雨量であったことが第一原因に数えられる。

（昨年までの最大雨量は明治 43 年９月７日の 199.4 ミリメートルであったが、今回の７月５日は

270.4 ミリメートルに達す）特に従来多くの大雨は台風のためであったから、風向きの変わるにつ

れて雨の降り方がところを変えていったが、今回の雨は不連続線のためにじっと一局部に降り重な

っていたため、余計に水害を起こしたことと思われるのであります。 

 原因の第二は、六甲山々系の地質は大部分が花崗岩（一部石英粗面岩）であったため、風化しや

すい地質であることに加えて、山の傾斜が急で 30～40 度のところが多いためでありました。 

 そもそも森林が欠けた裸出地はいかなる地質でも山岳を崩壊しやすいものであるが、特に花崗岩

は石英・長石・雲母等の結晶石質からなり、各石質が膨縮性を異にするため、日光の直射等によっ

て温度が激変すれば自然に崩壊作用を起こして砂となりやすいのであって、露出せる花崗岩の山

岳に砂崩れの多いのはそのためであります。また、古生層、中生層第三期層、その他の地質では花

崗岩と違って分解によって粘土を多く生ずるため大抵密着した壌土となって崩壊を防ぐものである

が、花崗岩の分解したものは粘土がきわめて少なく、ほとんど純粹の砂ばかりで密着性を欠くため、

得てして崩壊しやすいものであります。 

 それなのに、天然の山地においては自然に樹木をもって覆われ、林下にはまず落葉・蘚苔や下草

の層があり、その下に大抵１～２尺の深さの黒土すなわち腐朽土の層があり、その下に母岩の分解

した赤土の層が１～２尺ないし数尺続くものであります。したがって降雨は、まず樹冠によってその幾

分（平常４分の１）を支えられ、その他の雨量も直接地面に叩きつけることなく、枝から幹に伝って降

下し、大部分は落葉・蘚苔や黒土にひとまず吸収されて、徐々に流出して水源涵養の用をなすもの

です。それなのに、大雨が降り続く時は、枝葉も完全に濡れてもはや雨量を支える用をなさなくなり、

その後は全雨量を地面に落とし、地面の落葉・蘚苔ももはや満腹して吸収の用をなさず、全雨量を

流下して洪水の害を起こすものである。その程度は局所的な傾斜や実況によって異なるのでありま

すが、一昼夜 100 ミリ以上の雨が２、３日降り続く時は、たいていの山地で洪水を出すものでありま
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す。しかし、出水のみならば土砂、岩石や草木を押し出さないから下方の損害軽微にして、ただ河水

の量が増したくらいで済むものであるが、もし山津波を起こす場合には、その惨害は甚だしいもの

がある。今日の神戸地方の水害はこの山津波のためであります。山津波は前述した母岩上の地層

の一切、すなわち土地・岩石・樹木等がともに崩れて水と一緒に押し出すものであります。 

 普通、天然の山林地においては樹木の枝葉や樹根・落葉・下草等のために、雨水が全山腹に一

様に分かれて流下し、かつ樹根がその土壌層を母岩に突き刺して土留の作用をなすため、容易に

山津波を起こさない。それなのに、山林が無くなって草原となれば草の根は深さ１尺ほどに過ぎない

から、土壌を母岩に突き刺す効果がなく、大雨の際に土壌が水分に飽満すれば、ついに山津波を

起こしやすいものであります。 

 まして花崗岩の無立木地においては、ただでさえ、疎鬆な土性の上に直接、全雨量が打ちつける

から、たちまち水分が飽満してその余水は母岩の上に集まって流れ、ついにその上の土砂を浮かす

ようになって山津波を起こし、一度起こった崩壊は非常な暴力をもって下方山腹の岩石土砂樹木等

を押し流して、ついに大害を引き起こすものであります。このような山津波の押し出す土砂岩石の量

は、かえって水量を数倍にすることが常であり、したがって山腹の上部に山津波を起こす時はその下

方の山林も共に押し流されるものであるから、たまたま山林の押し流されたのを見れば山林は山津

波に無効であるのみならず、かえってその害を増すように見られる場合もある。しかし、上部まで全

部山林がある場合には元より山津波の容易に起こらないということは摩耶山の寺院付近や深山幽

谷の原始林がいずれも数百年生の巨木をもって覆われていることをもって証明されるところであり

ます。 

 以上は、何も人工の加わらない山林地方の話であるが、今日の多くの山林のような林道その他人

工的施設が加わった森林、特に六甲山付近のように大小無数の道路が造られ、山上には別荘・公

園・ゴルフ場等が設けられ、加えるに林下の落葉や雑草は刈り取られ、林内に遊覧人や茸取などが

自由に踏みにじる所では、その作用に大差があります。すなわち住宅地や邸内の雨水は下水路によ

って一緒に放出され、特に大雨の際には山上または山腹の雨水が山腹の道路面に流出して道路

はたちまち川状をなして流下し、その曲り角や低部において山腹に押し出し、既に雨水で満腹となっ

た土壌に上方より川状の激流が逆落しに落ちて来る時は、どのような山林地といえども到底これを

支持することはできない。特に花崗岩の砂地においてはたちまち母岩上層の砂層部に水流を造り、

その上の土砂も林木も一斉に押し上げて、これを崩壊させるものとなることは、山津波の起部が大

抵その上部に大小の道路・住宅又は畑地などのあるところか、または山腹に切り開きたる新道の上

下に多いという事実に照らして明らかに知られるのであります。すなわち、その道上の崩壊は山腹土

壌の裾を切り取られたことに起因し、下方は主として道路上に流れ出す激流の溢出に基づくもので

あります。 

 私は長生きをしたおかげで、たびたび山津波の起こる実況を実見しました。特に那須温泉の小松

屋新館に避暑中の山津波はいまなお思い出すたびにゾッとする位であります。時は昭和５年８月で

３日程前から豪雨が降り続き、各谷間より押し出す水量は次第に多くなって、私の借りていたところ
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は一番裏手の２階家の２階でわずか２～３間を隔てて屋根よりも高い断崖があるため心配であった

から、雨間を見ては付近を調査しました。その結果、私の裏の崖には上にも中途にも百年生以上の

大楢が点生していたから、これは少なくとも百年間は崖崩れのなかった証拠だと安心しました。しか

し、すぐ隣家の土蔵の上手には崖が斜面になっており、一帯に２、３０年生の杉林があり、その杉林

の下部土蔵の上手のところに歩道があったのでその道を歩いて見ますと、杉林内の土石の間から

白い水が方々から吹き出していたので、これは心配だと思ったから、夕方７時頃に再び行って見ると

今度はその水が少し濁ってきたから、これはいよいよ怪しいぞと思いながら帰りました。しかし、雨は

ますます猛烈に降り続きますので、必配しながら室内運動をしていますと、ちょうど夜９時少し前に、

「ドーン」と一発大砲の音がしたかと思うと続いてドッドッド、ダッダー、バリバリーと家の潰れる音が

するとすぐさま「助けて助けてー」という悲鳴が上がりました。それから大騒動になり、村中の人々が

集まり夜中寝ずに土蔵や家の潰れた下から死骸を堀出したような次第で、私の部屋に通う廊下も

土砂で押し潰されてその間から手足を折られた女中さんの死体を堀出しまして、ついに８人の死者

と数人の大怪我人を出しました。 

 翌朝私が山津波の起こった跡を仔細に調べてみますと、元来この杉造林地は他の部分のような岩

石地でなく、かつて地崩れのあった跡地で土地が軟らかであったために造林したものであるが、そ

れ以来 30 年間、山津波の害は無かったのであります。それなのに近年になってこの造林地内の上

部を横断して水田に引く用水路を設けたが、それが不完全であったために、あいにく杉林内におい

て溢れ出した水が、ただでさえ雨水で飽満していた杉林内に押し出して、ついにこの惨害を惹起し

たものであります。そうして、昼頃迄に吹出した水が清水であったのはなお山崩れほどでなく、ただ

余水が途中に吹き出しただけであり、夕方濁水になったのは既にその時多少地面と地盤との間に

動きが現れた証拠であったのだから、もし私がなおいささか自信をもってその時に隣家に注意した

ならば人命の惨害は免れられたであろうに、自分の未熟であったために申し訳ないことになったと

ひそかに恐縮した次第であります。 

 次に私は昭和 10 年の利根川水源地方、群馬県下の大山津波の実状を視察しましたが、まったく

上下まで天然雑木の原始林にはその害なく、たいてい草生地か裸出地に多く、たまたま造林地の

押し出されたのは崖地の上方に山畑又は焼畑などや、造林地を横切って林道や歩道が新設され、

その道路が豪雨の際に川をなしその川が造林地に流れ込んでそれから崩れ出したところが多くあ

りました。もちろん一度上の方が崩れて押し出した以上は、その下方には樹林があろうとなかろうと

お構いなしに、そのナダレの道に当たったところは桑畑でも竹藪でも家屋でも何でも押し流したも

のでありました。 

 実際、今回の六甲山や再度山開発道路方面における山津波も仔細にこれを実地調査しました結

果、いずれも近年新設された自動車道や遊歩道の上下に始まり、ついに下方の山林地まで押流さ

れたものばかりであって、何ら人工の加わらなかった松林内にはほとんど山津波らしきものを認め

なかったのは、いかにも森林の存在が有効であることを証するに足ります。 

 次に原因の第三は、山林の荒廃と山地利用の不合理を数えねばなりません。六甲山一帯の山岳
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地方が昔は大森林をもって覆われていたことは、太閤秀吉が大阪築城の用材を六甲山脈より伐出

したという記録によっても解り、今日特に保護されていた摩耶山再度神社やその他社寺の境内に

第一期の樹種林相を有することを見ても類推することが出来ます。 

 それなのに、明治維新の頃から林政が弛み行われなくなり濫伐時代となり、わずかに社寺境内を

残してほとんど全部伐採、または野火のために無立木、または赤禿の土砂崩壊地と化し、降雨ごと

に土砂を流出して平坦地方における河底は高まっていずれも天井川となり、少しの降雨にも堤防破

壊や出水の害が頻出するにいたれば、当時の神戸市長・坪野平太郎氏は特に不肖私に治山治水

の調査設計を委嘱されました。そこで、自分は当局とともに、六甲山から布引の水源地一帯を調査

し、砂防造林案を立て、神戸商業会議所で大講演をし、明治 35 年度より 43 年度の９年間に 650

町歩の造林を完成しました。現存する 27 年生から 36 年生の中大の黒松林は当時の造林によっ

て成るものであります。明治 35 年頃の布引水源地等は山の背が馬の背より狭く、峠の両側は赤禿

の崩壊急斜面で、下方の谷あいは一帯の石原と砂漠であり、再度神社の森の外はほとんど森林な

く、わずかにところどころに貧弱な笠松が点生している状態であった。私は布引の水源地において、

これは地獄谷だと絶叫し、せっかく造林しても再び濫伐されてしまうのを予防するため、この実況を

写真で残そうと写しておいた写真が、いまなお神戸市のどこかにあるはずであります。とにかく 36

年前には周囲の諸山がことごとく岩石や砂の崩壊してしまった地獄谷であって、その底にわずかに

一段歩ばかりの水溜りしかなかった塩ヶ原が、今や全山緑滴るばかりの美しい松林と代わり、その

下に満々たる一大湖水を生じて、数多の若人達が船遊びをしている極楽谷になり変わっていました

ことは、私は当時を思い出してそぞろ今昔の感に堪えず、ますます坪野市長の功績を思い出しまし

た次第であります。 

 大昔にはこの地方一帯の山岳は一面にカシ、シイ、クス、タブ、ツバキ、サカキその他の常緑樹に覆

われ、その間に少数のモミジ、モミ、ツガなどが混さっていたものであります。その時代にはいかなる

豪雨にも山津波を起こすことがなかったことは、今日残存している摩耶山及び再度山の原始林や

木曽その他深山の大森林中に、その地質の花崗岩であるにもかかわらず、山津波の跡がきわめて

少ないことをもって証明するに足ります。それなのに、その後の濫伐の結果、固有の広葉樹林が減じ

て赤松林に代わり、その赤松林もまた濫伐暴採の結果、ついに明治 30 年頃の赤禿山に変わり、そ

の後明治 35 年頃から応急手段として赤禿山に最も造林しやすい黒松林を仕立て、ついでその間

に広葉樹を仕立て、漸次第一期の広葉樹林に導く方針であったのに、一度黒松林が成立するやた

ちまち安心してその一部には早くも濫伐が行われ、一部には開墾が許可され、その他六甲山の大

部分には連年山火事が入って焼け野原となり、加えていたるところに不完全な観光道路等が開削

されて民衆が林内を踏み荒らすことが多くなったため、ついに今回の惨害を来たしたものでありま

す。 

 次に原因の第四は、今回の惨害の根本原因が山林地にあって、われわれ山林家の責任は軽くな

いことを思い、慚愧に堪えざるものであるが、下方山麓地帯の利用や市街地の河川や排水工の上

にもまた大きな欠陥があるものといわざるを得ません。すなわち山麓傾斜地まで階段状に切り開き、
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別荘地や市街地となし、しかもその方法が不完全であったこと。各河川の改修は概して狭隘となり、

特に暗渠にしてしまった河川が少なくないこと。大出水に対する防備施設の不足していること等を

数えるべきであります。 

 元来、人生における災難はわれわれに対する天のとがめであり試練であるから、われわれは当然

反省努力し、生活の一切を改善して行くべきであって、そうすることにおいてこそ初めて災は転じて

幸に変わり、人生の文化は無限に発達進歩するのである。それなのに、人間の悲しさは、あるいは自

我の偏見や立場にとらわれ、あるいは広く天声を聞く度量を欠き、その反省改善の努力を怠るため

に、その災難を幾度も繰り返すにいたるのであります。私が今回来神の汽車中に一人の老婆より聞

いた話は、不思議にもその天声の一つでありました。私は去る 25 日に東京発の特急ツバメ号で参

りましたが、多少なりとも節約してこの非常時局に御手伝いしたい考えから、握り飯を持って三等で

参りましたが、私の後ろの席におられた 74 歳だという丈夫そうな老婆のお話しに「自分は芦屋の

大石川のそばの者で東京の親類に行った帰りだが、あの大水の時にはひどい目にあいました。家

はすっかり土砂を押し込まれたが、幸いに私ども一家だけは人命には差し障りなく、マア運の良い方

でした。なあに、あんな大洪水になったのは土木が悪いからですよ。昔自分の若い時には大石川は

川幅が２、30 間余もあり、流れの両側には広い石河原があり、またその両側には大きな松林が続い

ておりましたから。いくら大水が出てもその松山で受止めたから住宅地は安全でしたが、今は土木

でたった３間幅の川に狭め、昔の川原もすべて住宅地にしてしまいましたから、このたび川が怒って

昔の川幅の総体で暴れ出し、昔の川の跡に立てた家に仇打ちをしたのであります」など。私はこれ

らの声も天声の一つとして、善後策を立てられることを望む次第であります。 

 なお、今回の水害に対し、あるいは神戸背山の山林を開いて自動車道や遊歩道やケーブルカーを

造ったり別荘地や遊覧地を設けたりしたのが悪いのだからこれらを一切止めさせるのが安全な治

水策だという人もありますが、それは文化の後退であって、今日の世にいうべき語ではありません。

まことに神戸背山一帯の山岳のようなものは、その位置・景勝の点から見て、うまれつき既に市の森

林公園として利用されるべき運命を有するものであります。ただその利用法として、念入りに天然の

地勢地質傾斜林況等に応じて安全な方法を採るべきであったのに、それが間違っていたためであ

る。それゆえ、道路やケーブルを造ったのが悪いのではなく造り方が悪かったのだ。別荘を造ったの

が悪いのでなく、その造り方、特に排水設備等に大なる欠点があったためなのであります。要するに、

神戸背山一帯は市の森林公園として当然利用されるべきものであるが、ただその地勢地質等の関

係上、国土の安定と治水関係を第一義に置き、その第一義を犯さざる範囲内と方法とによって、文

化的利用を実行すべきものであります。 

 結局、山林も道路も河川・橋梁も鉄道・軌道その他都市計画の一切が、各専門家個々別々の小技

巧的見解から計画され実施されて、この神戸地方全体の大自然に即応する一貫した総合的大乗

的な都市計画、特に治山治水計画の備わっていなかったことが、今回の大惨害の大原因であると

いうべきであります。 

 以上のように述べてきました見地から、私はさらに一歩を進めて、いよいよ今後の善後策につい
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て述べることにいたします。しかもそれは大原則としては、既に述べた根本的治水策の三大原則に

一致するものであるが、特に神戸市背山の善後策についてやや具体的にこれを述べるならば、まず 

第一に、背山一帯の無立木地に造林することである。造林には、はじめ黒松を仕立て、数年後に下

枝の上りたる間にカシ、シイ、クス、またはケヤキ、クヌギ、コナラ等を植え付け、ついに大松を混生し

た広葉樹林の原始的林相に導くことであります。ただし広葉樹苗が自然に生えているところにはこ

れを刈り出して成林させ、不足の所にのみ補植すること。また現在の崩壊地には山腹砂防工を施し、

まずハゲシバリ、ハンノキ等を植え、数年後に松、ヒノキ、又はシイ、クス、カシ等を植え付けること。既

に黒松の中年に達し下枝の１間以上、上っているところには、その松林間に前記広葉樹を植え付け、

その繁茂にしたがって黒松を除伐していくことにします。 

第二に、どのような山腹に造林するにしても渓谷が雨水のために深く堀られていく場合には、ついに

山崩れを免れられないから、渓谷並びに急峻地には石張りをなし、かつ多数の石堰堤を築くことに

よって、渓谷が深まることを防ぐべきであります。 

第三に、山上の平坦地もなるべく新たな開墾を禁じて樹林地となし、もし山上の平坦部に別荘を造

る場合にも建物敷地以外は樹林地となし、畑や庭園にすることを禁ずること。なおその山上または

山腹の住宅の下水はすべて岩石から成る渓谷まで導き、決して山腹に流出させないこと。 

第四に、車道はもちろん遊歩道等にも必ず完全な排水溝を設けて、水を谷あいに導き、どのような

豪雨にも途中で山腹に流出しないようにすること。なお、道路その他一切の盛土の部分には完全な

土留工事を施し、これにケヤキ、クヌギのような深根性の広葉樹を植え付け、切取の部分には丈夫

な石垣又はコンクリート垣を築き、土砂の垂下を防ぐ必要があります。 

第五に、神戸市裏山一帯にとって重要な部分は風致地区に指定し、林内の下草落葉の採集を禁止

し、土砂の堀取り、木竹の伐採その他開墾住宅等を禁止または制限することはもちろん、山腹また

は山麓に新たに住宅を設けることを制限すること。 

第六に、山麓と市街地との間には 20～数十間幅の樹林帯を設け森林公園となすこと。なお、これに

接する上方の渓谷には石堰堤を築いて多数の池を造り、山津波の場合には一時土砂を支持する

用に供し、平常は魚族を放って水蓮などを植えて、風致の用に供すること。 

第七に、河川が市街地を通じている場合には、その河川の両側を一方または両側にその河幅に２な

いし数倍する低い緑地帯を設けて、もって平常は川沿い公園に利用し、一朝洪水の際には河川の

用を果たさせること。特に生田川の現在暗渠 1800 メートルの間についてはこれを堀出し大きな開

渠すなわち普通の川にするという案もあるが、私の考えとしてはせっかく 45 万円も掛けて幅も高さ

も３メートルの鉄筋コンクリートで立派にできているのを壊して新たに大河に造り直すということは容

易な仕事でなく、235 万円も掛るということであるから、むしろ暗渠はそのままにしておき、その上に

皿を二つに真ん中から切った切ロのような平たい広い水無し河を造って一面芝生の緑地となし、た

だその両側のみに植樹し、中央の最低部にコンクリートの自動車道を造ることによって、大洪水時の

放水路とするのがよりよい改良法ではないかと思っています。暗渠が今回の大水害の原因の一つ

をなしたからといって一切の暗渠を堀出してしまうということは、いわゆる「アツモノに懲りてナマスを
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吹く」7の類ではなかろうかと思います。 

 とにかく今日の文化都市には、一人当たり少なくとも２坪の公園及び広場を要するのであり、特に

神戸のような海上生活者の上陸する港湾都市には一段と公園を多く要するものであるのに、当神

戸市にはわずか一人当たり 0.07 坪すなわち必要量の 20 分の１以下であるから、この機会に前

記のような川沿公園を多数設けるのは、実に一挙両得の良策というべきであります。 

第八に、私はつくづく神戸市の発展とその地質地勢、その他天然要素の実際に照らし、またこれを

過去の歴史に鑑みて、神戸市百年の大計上前述したような砂防治水のほかに、さらに地震と海嘯

（潮津波）に対する大きな危険性を考えて、根本的神戸市の大都市計画を立てられることを望むも

のであります。 

 我国の歴史上、中小の地震は毎年幾回となくあり、５、60 年ないし 100 年ごとに大地震があると

いうことであり、また海岸地方における海嘯は平均７年ごとに１回ずつ（300 年間平均）あるという

ことである。そうして、地震学者が言うことを聞くに、わが日本を構成する地殻は不断地塊運動をな

しつつあり、それが一定の度に達し平衡を失えばたちまち地震を起こし、地震が海岸近くの海底に

起こる場合には海嘯を起こすことを常とします。ただし海嘯は大風のために起こることもあります。現

に阪神地方一帯にもこの地塊運動が行われつつある兆候があるということであるから、何時地震

や海嘯が起こるかも知れないのである。実際大昔からたびたび地震も海嘯もあったのであるが、当

時はまだ市街地が発達せず、崖下や海岸には住宅が稀であったため被害が少なかっただけであり

ます。それなのに、今日のように山麓から海岸まで一面市街住宅地に発展した後に、万一大地震が

あって神戸背山の震動はなはだしく、母岩と土壌の連絡を破壊してしまった後に一朝豪雨の来るよ

うなことがありましたら、それこそ大変です。あるいは今回よりも倍の規模の大災害が起らないと誰

が保証できるでしょうか。仮にも自然科学に関わる人々、特に私のような、京濱地方大地震後の大

雨に際し、神奈川県下の丹澤山や箱根須雲川水源地の崩壊跡を仔細に調査してきた者にとっては、

想像すると落ち着かず、鳥肌が立つようであります。私はむやみやたらに空言を放って世間の人び

とを驚かす意志はありません。大地震も大海嘯も当分はないだろう、いやあっては困ると思いますが、

将来いつかは来るに違いない以上は、今回のような都市計画の大改良を行うに際して、あらかじめ

地震や海嘯のことと近頃必要になった防空施設とを十分考えの中に加えて大計画を立てることが

きわめて賢明であることを申し上げるまでであります。 

 これらに対する予防計画については、いまここに詳述する時間はありませんが、大正 12 年 10 月

19 日に大阪市公会堂で発表した「大地震大火事ニ対スル安全策」というパンフレットがあります。 

（一）市街地の各所に中大の公園や広場を造り、広い幅の並木道路によってこれを連絡し、非常

時避難の用に供すること、特に今回の川沿い公園や山麓公園はこの目的に合致するものでありま

す。 

（二）明石・神戸辺りから大阪にいたる一帯の海岸は住宅地の発展していく前になるべく早く海岸

                                                       
7 一度の失敗にこりて、必要以上の用心をすることの意味。 
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線に沿って 20 間ないし数十幅の黒松林を設け、平常これを海岸森林公園としておき、海嘯の防

御とすること。 

（三）耐震・耐火・防空用の建築その他については何人も既に称しているところなので、ここにはこ

れを略します。 

 

結び 

 なお、一般河川の改良拡張や放水路の新設、市街住宅地の改良や公園風致区等について述べ

たいこともありますが、余りに問題が多岐にわたりますし、かつ時間もありませんから、これを略しま

すが、元来、今日の弊害は船頭多くして船山に登るたとえのように、いたずらに議論倒れになって

実行の伴わないことであります。いたずらに高論卓説を闘わすのみで何ら実行の伴わないような

ものは、最も今日の弊害とするところであり、まして私のような無責任の位置にある老人がむやみ

やたらに異説を立て、あるいは若い方々の立案を非難するようなことは、特に今回のようなことの実

行を急ぐ場合に最も慎むべきことと信じますから、私は大体において先頃兵庫県水害復興委員会

において決定されました原案を支持賛成し、すみやかにこの実現を希望するものであります。ただ

その実行に当たり、私がただいま申し上げましたところを参考に供して多少改訂されることがあれ

ば、私の最も本懐とするところであります。 

 はなはだ未熟な私の講演を長時間御清聴くださいましたことを深く感謝いたしましてこの壇を下

ります。 

 

（昭和 11 年 10 月 27 日 神戸市勧業館における講演筆記） 
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